
 1 

埼玉県市町村総合事務組合公報  令和 ３年 ２月 ８日 第２号 

 

埼玉県市町村総合事務組合公報 

              第２号 

 

         

発  行 

 さいたま市浦和区仲町 

        ３―５－１ 

 埼玉県市町村総合事務組合 

 

 

◇ 目    次 ◇ 

 

告    示 

 

〇 埼玉県市町村総合事務組合議長の当選者報告…………………………………… ３頁 

 

〇 埼玉県市町村総合事務組合副議長の当選者報告………………………………… ３頁 

 

〇 埼玉県市町村総合事務組合監査委員の選任について…………………………… ４頁 

 

〇 埼玉県市町村総合事務組合公平委員会委員の選任について…………………… ４頁 

 

○ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認の報告…… ５頁 

 

○ 令和３年度埼玉県市町村総合事務組合一般会計予算…………………………… ６頁 

 

○ 令和３年度埼玉県市町村総合事務組合交通災害共済事業特別会計予算………１０頁 



 



 3 

埼玉県市町村総合事務組合公報  令和 ３年 ２月 ８日 第２号 

 

組合告示第２号 

 

 令和３年２月８日執行の議長選挙において、当選した者の職及び氏名は次のとおりである。 

   

    令和３年２月８日 

         

                           埼玉県市町村総合事務組合 

                              管理者 富 岡 勝 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合告示第３号 

 

 令和３年２月８日執行の副議長選挙において、当選した者の職及び氏名は次のとおりである。 

   

    令和３年２月８日 

         

                           埼玉県市町村総合事務組合 

                              管理者 富 岡 勝 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

職 氏   名 備   考 

副 議 長 花 輪  利 一 郎 寄 居 町 長 

 

職 氏   名 備   考 

議 長 中 野 和 信 蓮 田 市 長 
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第２号 令和 ３年 ２月 ８日  埼玉県市町村総合事務組合公報 

 

組合告示第４号 

 

 令和３年２月８日開会の組合議会の同意を経て、監査委員に選任された者は次のとおりである。 

   

    令和３年２月８日 

         

                           埼玉県市町村総合事務組合 

                              管理者 富 岡 勝 則 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合告示第５号 

 

 令和３年２月８日開会の組合議会の同意を経て、公平委員会委員に選任された者は次のとおりである。 

   

    令和３年２月８日 

         

                           埼玉県市町村総合事務組合 

                              管理者 富 岡 勝 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

職 氏   名 備   考 

議員選出の監査委員 吉 田 信 解 本 庄 市 長 

 

氏   名 備   考 

藤 原  ユ キ 子 朝 霞 市 公 平 委 員 
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埼玉県市町村総合事務組合公報  令和 ３年 ２月 ８日 第２号 

 

組合告示第６号 

 

令和３年２月８日開会の組合議会の承認を経た職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は次の

とおりである。 

 

    令和３年２月８日 

 

                          埼玉県市町村総合事務組合 

                             管理者 富 岡 勝 則 

 

 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 職員の給与に関する条例（昭和３７年組合条例第７号）の一部を次のように改正する。 

  第１８条第２項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、「１００分の１１０」を「１００

分の１０５」に改める。 

第２条 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

 第１８条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分の１０５」を「１

００分の１０７．５」に改め、同条第３項中「１００分の１３０」を「１００分の１２７．５」に、「１

００分の１１０」を「１００分の１０７．５」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月１日から施行する。 
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第２号 令和 ３年 ２月 ８日  埼玉県市町村総合事務組合公報 

 

組合告示第７号 

 

 令和３年２月８日開会の組合議会の議決を経た令和３年度埼玉県市町村総合事務組合一般会計予算は、

次のとおりである。 

 

   令和３年２月８日 

 

                           埼玉県市町村総合事務組合 

                              管理者 富 岡 勝 則 
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埼玉県市町村総合事務組合公報  令和 ３年 ２月 ８日 第２号 

 

 

令
和

３
年

度
埼

玉
県

市
町

村
総

合
事

務
組

合
一

般
会

計
予

算

（
歳

入
歳
出
予
算
）

２
　

歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区

分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金

額
は
、
「
第
１
表
  
歳
入
歳

出
予
算
」
に
よ
る
。

（
歳

出
予
算
の
流
用
）

第
２

条
　
地
方
自
治
法
第
２
２
０

条
第
２
項
た
だ
し
書
き
の
規

定
に
よ
り
歳
出
予
算
の
各
項

の
経
費
の
金
額
を
流
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、

　
次

の
と
お
り
と
定
め
る
。

　
　

款
内
各
項
に
計
上
し
た
予
算

額
に
過
不
足
を
生
じ
た
場
合

に
お
け
る
同
一
款
内
で
の
こ

れ
ら
の
経
費
の
各
項
の
間
の

流
用

令
和

３
年
度
埼
玉
県
市
町
村
総
合

事
務
組
合
の
一
般
会
計
予
算

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

第
１

条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２

３
，
２
７
０
，
４
９
５
千
円

と
定
め
る
。
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第２号 令和 ３年 ２月 ８日  埼玉県市町村総合事務組合公報 

 

 

 

 

歳
　
　
　
　
　
入

（
単
位
　
　
千
円
）

1
負

担
金

2
3
,0
3
6
,3
0
2

1
市

町
村

等
負

担
金

2
3
,0
3
6
,3
0
2

2
消

防
基

金
支

出
金

2
3
,1
0
0

1
消

防
基

金
支

出
金

2
3
,1
0
0

3
財

産
収

入
1
8
5
,0
5
0

1
財

産
運

用
収

入
1
8
5
,0
5
0

4
繰

入
金

2
3
,1
0
1

1
特

別
会

計
繰

入
金

1
7
,5
0
0

2
基

金
繰

入
金

5
,6
0
1

5
繰

越
金

1

1
繰

越
金

1

6
諸

収
入

2
,9
4
1

1
預

金
利

子
3
0
0

2
返

還
金

2
,6
4
0

3
雑

入
1

2
3
,2
7
0
,4
9
5

歳
　
　
　
　
　
　
入
　
　
　
　
　
　
合
　
　
　
　
　
　
計

　
　
　
歳
　
　
　
入
　
　
　
歳
　
　
　
出
　
　
　
予
　
　
　
算
　

款
項

金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
額

第
　
　
１
　
　
表
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埼玉県市町村総合事務組合公報  令和 ３年 ２月 ８日 第２号 

 

 

 

 

 

歳
　
　
　
　
　
出

（
単
位
　
　
千
円
）

1
議

会
費

1
,0
7
0

1
議

会
費

1
,0
7
0

2
総

務
費

1
0
0
,8
8
6

1
総

務
管

理
費

1
0
0
,5
3
8

2
監

査
委

員
費

3
4
8

3
給

付
費

1
9
,6
3
0
,7
0
4

1
退

職
手

当
費

1
9
,6
0
6
,8
5
9

2
災

害
補

償
費

2
3
,8
4
5

4
消

防
基

金
掛

金
3
8
,8
5
0

1
消

防
基

金
掛

金
3
8
,8
5
0

5
積

立
金

3
,4
8
5
,0
5
0

1
積

立
金

3
,4
8
5
,0
5
0

6
諸

支
出

金
5
,0
0
0

1
還

付
金

5
,0
0
0

7
予

備
費

8
,9
3
5

1
予

備
費

8
,9
3
5

2
3
,2
7
0
,4
9
5

歳
　
　
　
　
　
　
出
　
　
　
　
　
　
合
　
　
　
　
　
　
計

款
項

金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
額
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第２号 令和 ３年 ２月 ８日  埼玉県市町村総合事務組合公報 

 

組合告示第８号 

 

 令和３年２月８日開会の組合議会の議決を経た令和３年度埼玉県市町村総合事務組合交通災害共済事業

特別会計予算は、次のとおりである。 

 

   令和３年２月８日 

 

                           埼玉県市町村総合事務組合 

                              管理者 富 岡 勝 則 
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埼玉県市町村総合事務組合公報  令和 ３年 ２月 ８日 第２号 

 

 

 

 

　
令

和
３

年
度

埼
玉

県
市

町
村

総
合

事
務

組
合

交
通

災
害

共
済

事
業

の
特

別
会

計
予

算
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

（
歳

入
歳

出
予

算
）

第
１

条
　

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
は

、
歳

入
歳

出
そ

れ
ぞ

れ
１

７
３

，
７

４
０

千
円

と
定

め
る

。

２
　

歳
入

歳
出

予
算

の
款

項
の

区
分

及
び

当
該

区
分

ご
と

の
金

額
は

、
「

第
１

表
  

歳
入

歳
出

予
算

」
に

よ
る

。

（
歳

出
予

算
の

流
用

）

第
２

条
　

地
方

自
治

法
第

２
２

０
条

第
２

項
た

だ
し

書
き

の
規

定
に

よ
り

歳
出

予
算

の
各

項
の

経
費

の
金

額
を

流
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

場
合

は
、

　
次

の
と

お
り

と
定

め
る

。

　
　

款
内

各
項

に
計

上
し

た
予

算
額

に
過

不
足

を
生

じ
た

場
合

に
お

け
る

同
一

款
内

で
の

こ
れ

ら
の

経
費

の
各

項
の

間
の

流
用

令
和

３
年

度
埼

玉
県

市
町

村
総

合
事

務
組

合
交

通
災

害
共

済
事

業
特

別
会

計
予

算
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歳
　
　
　
　
　
入

（
単
位
　
　
千
円
）

1
会

費
1
0
0
,0
0
0

1
会

費
1
0
0
,0
0
0

2
財

産
収

入
5
0

1
財

産
運

用
収

入
5
0

3
繰

入
金

1

1
基

金
繰

入
金

1

4
繰

越
金

7
3
,6
5
9

1
繰

越
金

7
3
,6
5
9

5
諸

収
入

3
0

1
預

金
利

子
2
9

2
雑

入
1

1
7
3
,7
4
0

歳
　
　
　
　
　
　
入
　
　
　
　
　
　
合
　
　
　
　
　
　
計

　
　
　
歳
　
　
　
入
　
　
　
歳
　
　
　
出
　
　
　
予
　
　
　
算
　

款
項

金
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第
　
　
１
　
　
表
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埼玉県市町村総合事務組合公報  令和 ３年 ２月 ８日 第２号 

 

 

 

 

歳
　
　
　
　
　
出

（単
位
　
　
千
円
）

1
総

務
費

17
,7
80

1
総

務
管

理
費

17
,7
80

2
事

業
費

15
5,
61
0

1
見

舞
金

12
0,
00
0

2
加

入
推

進
費

35
,5
30

3
災

害
調

査
費

80

3
積

立
金

50

1
積

立
金

50

4
予

備
費

30
0

1
予

備
費

30
0

17
3,
74
0

歳
　
　
　
　
　
　
出
　
　
　
　
　
　
合
　
　
　
　
　
　
計

款
項

金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
額


